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1.本市ガス事業の内容 

◆各事業の概要 

事業 
供給戸数 
（戸） 

販売量 
（㎥） 

主要施設 

導管延長
（m） 

整圧器等 

都市ガス 
事業 

96,410 169,179,461 1,269,801 整圧器：70基 

ＬＰガス 
事業 

19 2,462.5 693 １t型バルク貯槽：1基 

備考 Ｈ29.3末 
H28年度※未確定値

（45MJ/㎥換算） 
H28.3末 H29.3末 

本市ガス事業 都市ガス事業 ＬＰガス事業 

液化石油ガス法 
・都市ガス事業の附
帯事業として運営 

ガス事業法 
・ガス小売事業者登録 
・一般ガス導管事業者許可 

◆都市ガスが届くまで 

M 

基メーター 

大阪ガス㈱ 
の導管 

G 

G 

（凡例）G：ガバナ（整圧器） 
      M：メーター 
      Ｖ：ガスバルブ 

（ガス圧力区分） 
中圧A：0.3～1.0MPa 
中圧B：0.1～0.3MPa 
低 圧：～0.1MPa 

供給管 
M 

大津市企業局導管エリア 

M 

M 

Ｖ 

Ｖ 

M 

Ｖ 

Ｖ 

商業施設、工場等 

大規模工場等 

一般家庭等 
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都市ガス事業 

小売事業 導管事業 

共通 

・都市ガスの調達 

・都市ガスの販売 

・小売料金設定 

・小売営業 

・小売契約 

・料金収納 

・需要家保安 

（消費機器点検・周知） 

・企業局運営 

（人事・研修等） 

・システム運用 

・経営計画作成 

・予算、決算作成 

・広報 

・災害対策 

・財産管理  

・契約管理  等 

 

・託送管理 

（契約、検針、精算等） 

・託送料金の設定 

・ガス供給設備の整備 

（導管等の整備更新） 

・内管工事（宅内） 

・供給設備の維持管理 

（点検、修繕） 

・供給圧力の監視 

・緊急保安対応 

・需要家保安（内管） 

ＬＰガス事業 

・ＬＰＧの調達 

・供給、販売 

・料金設定 

・小売契約 

・料金収納 

・供給設備の整備 

（導管等の整備更新） 

・供給設備の維持管理 

（点検、修繕） 

・需要家保安 

（消費機器点検・周知） 

（内管） 

 

一
般
ガ
ス
導
管
事
業 

ガ
ス
小
売
事
業 

・託送管理（契約、検針、精算等） 

・託送料金の設定 

 

・ガス供給設備の整備 

（導管等の整備更新工事） 

・内管工事 

・都市ガスの調達  

・都市ガスの販売 

・小売料金設定 

・小売営業 

・小売契約 

・料金収納 

・需要家保安業務* 

（消費機器調査） 
（安全使用周知） 

・供給設備の維持管理 

（点検、修繕） 

・供給圧力の監視  

・緊急保安対応 

・需要家保安業務* 

（内管漏洩検査） 

1.本市ガス事業の内容 

◆需要家保安業務について 

一般ガス導管事業者 

内管漏洩検査 

ガス小売事業者 

消費機器調査 
安全使用周知 

・内管漏洩検査：ガス配管の漏れ検査、マイコンメーターの設置状況の点検 等 

・消費機器調査：ガス機器の設置状況の調査、給排気設備の点検 等 

・安全使用周知：点検結果のお知らせ、改善のお願い、ガスの安全使用に関す   
             るご案内 等 

業 
務 
内 
容 

敷地境界 
Ｍ 

供給管 

（灯外） （灯内） 
消費機器 
（給湯器等） 

ガス栓 

導管 
（本支管） 

対 
応 
区 
分 

一般ガス 
導管事業者 

メーター 

内管 
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2.本市が目指す事業の姿 

・安心安全で快適な暮らしのお届けすることが必要 

・市民にとって、最善な手法となることが必要 
・地元企業を通じ、地域経済の発展に繋がることが必要 

◆３つの視点 

運営 項目 

運営主体 

市 民間 

小
売
事
業 

- 
・商品、サービスの拡充ができず、市民
満足度の低下を招く 
・施策的料金設定ができる 

・自由な営業展開ができる 
・他事業者との連携（提携）ができる 

導
管
事
業 

緊急 
保安 
業務 

・緊急保安体制が崩壊し、安全を守る
ことができない 

・組織体制維持が永続的にできる 

導管の
整備更
新 

・水道工事との共同施工によりコスト削
減ができる 
・市の施策反映ができる 

・地元企業の工事受注減に繋がる 
・水道事業との共同部のメリットが削がれる 

 
 

①市民ニーズの反映 
②持続可能な事業の推進 
③将来コストの縮減 

地域経済 

①地元企業の活躍 
②地元雇用の創出 
③地域の活性化 

市民 
（お客さま） 

①安心安全な暮らし 
②低廉なガス料金 
③充実したサービス 

三方よし 

「よし」 

「お客さまよし」 

「地域よし」 「官よし」 

大津市 
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運営 
方法 

視点 メリット デメリット（課題含む） 

公
営
方
式
（
現
状
） 

① 
市民 

（お客さま） 

・公という安心感を得ることができる 
・上下水道と一体で支払い等が便利である 
・政策的な料金で利用できる 

・民間的サービス（提携ポイントや附帯事
業）の利用が困難である（提供できな
い） 

② 
地域経済 

・地元企業が工事等に参画できる 
・地域、お客さまとの信頼がある 

・特になし 

③ 
大津市 

・ガス事業税等の税金が免除されている
（市占用料は納付） 
・上下水道との一体経営で経費の縮減が
見込める 
・市の施策反映が可能（導管敷設等） 
・公的資金の長期低利での調達ができる 

・経営自由度に法的制約がある（小売） 
・ガス事業に特化した職員育成が難しい 
・経営悪化時は市の負担の可能性がある 
・緊急保安体制の維持が難しい 
・スイッチング抑制に限界がある 
・小売事業は赤字の見込み 

公
共
施
設
等
運
営
権
方
式 

① 
市民 

（お客さま） 

・運営権契約で市が料金上限の設定ができ
る（政策的料金水準の設定） 
・他のサービス（提携ポイントや附帯事業）
を利用できる 
・市の監視により安心感がある 

・条件により料金を上下水道と一括して支
払うことが出来ない可能性がある 

② 
地域経済 

・地元企業への発注等に関する条件設定が
できる 

・既存の出資会社との調整が必要である 

③ 
大津市 

・民間ノウハウの導入ができる 
・引継ぎのため、職員の派遣ができる 
・要求水準書や契約書に市の意向を反映
できる（業務の設定範囲の決定等） 
・運営権対価を得ることができる 
・スイッチングの抑制を図ることができる 
・新たに市税収入が見込める（法人市民
税、固定資産税等） 

・事業運営に対するモニタリングが必要であ
る（業務担当の職員知識向上が必要） 
・事業運営に対して、市がリスクを負う可能
性がある 
・職員派遣のため、職員の同意を得る必要
がある 

民
営
化
方
式 

① 
市民 

（お客さま） 

・現行の料金水準維持は移行初期段階に
限られる 
・他のサービス（提携ポイントや附帯事業）
を利用できる 

・政策的な料金設定はなくなる 
・料金の支払先が増える 
・料金設定に市が関与できない 

② 
地域経済 

・特になし 

・地元企業への業務発注に市が関与できな
い 
・地元雇用の衰退が懸念される 
・既存の出資会社の経営に課題が残る 

③ 
大津市 

・事業売却収入を得ることができる 
・新たに市税収入が見込める（法人市民
税、固定資産税等） 

・水道事業等のコスト増加が懸念される 
・事業引継ぎのための職員派遣が難しい 

事
業 

メリット デメリット 

小
売
事
業 

・営業活動において公という
安心感の提供ができる 
・料金収納は上下水道事
業と一体的に行うことによる
一元化でコスト縮減効果が
ある 
・施策的料金設定が可能
である 

・提供できるサービスが限定
的である 
・機動的な料金設定に乏し
い 
・民間事業者のような販促
ツール（商品券やポイン
ト）が活用できず、営業力
に欠ける 
・公営企業法等の法的制
約により新規事業の実施や
電力等の他サービスの提供
ができない。また、他社との
バンドリングも不可である 
・ガス事業のみの料金対抗
となり、競争力に乏しい 

導
管
事
業 

・導管等の整備更新におい
て水道事業との共同工事に
よる円滑化、コスト縮減が
図れる 
・市の施策反映が可能であ
る 
・検針業務を上水道事業と
同時実施によりコスト縮減
が可能である 

・専門的知識、技術保有の
職員育成が難しい 
 

共
通 

・ガス事業税等の税金が免
除されている 
（市占用料は納付） 
・３事業按分により経費の
縮減ができる 

・ガス事業に特化した職員
育成が難しい 
・経営悪化時には市会計か
らの資金繰入の可能性があ
る 

３.事業運営方法のメリットとデメリット 

• 各事業運営方法における３つの視点毎の整理 
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事
業 

メリット デメリット 

小
売
事
業 

・営業活動において公という
安心感の提供ができる 
・料金収納は上下水道事
業と一体的に行うことによる
一元化でコスト縮減効果が
ある 
・施策的料金設定が可能
である 

・提供できるサービスが限定
的である 
・機動的な料金設定に乏し
い 
・民間事業者のような販促
ツール（商品券やポイン
ト）が活用できず、営業力
に欠ける 
・公営企業法等の法的制
約により新規事業の実施や
電力等の他サービスの提供
ができない。また、他社との
バンドリングも不可である 
・ガス事業のみの料金対抗
となり、競争力に乏しい 

導
管
事
業 

・導管等の整備更新におい
て水道事業との共同工事に
よる円滑化、コスト縮減が
図れる 
・市の施策反映が可能であ
る 
・検針業務を上水道事業と
同時実施によりコスト縮減
が可能である 

・専門的知識、技術保有の
職員育成が難しい 
 

共
通 

・ガス事業税等の税金が免
除されている 
（市占用料は納付） 
・３事業按分により経費の
縮減ができる 

・ガス事業に特化した職員
育成が難しい 
・経営悪化時には市会計か
らの資金繰入の可能性があ
る 

４.ガス小売事業と一般ガス導管事業での整理 

公共施設等運営権方式 

公
営
方
式 

民
営
方
式 

料金 良 

安 

安い 

公営方式 公共施設等 
運営権方式 

民営化方式 

◆ガス小売事業 

政策的な料金の維持 

付加サービスの提供 

公営方式 公共施設等 
運営権方式 

民営化方式 

緊急保安体制の維持 

◆一般ガス導管事業 

機動的な経営 

スイッチングの抑制 

既存出資会社の活用 

地元企業の活躍 

既存出資会社の活用 

上下水道事業との連携 


